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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通孔を有する、セラミックスからなる基体と、
　前記貫通孔内に位置する貫通導体と、を備え、
　前記貫通導体は、主成分である銀および銅と、チタン、ジルコニウム、ハフニウムおよ
びニオブのグループＡから選択される少なくとも一つと、モリブデン、タンタル、タング
ステン、レニウムおよびオスミウムのグループＢから選択される少なくとも一つと、銀お
よびインジウムまたは銀およびスズのいずれかからなる第１合金とを含有する回路基板。
【請求項２】
　前記第１合金は、前記貫通導体に占める面積占有率が５面積％以上２５面積％以下であ
る請求項１に記載の回路基板。
【請求項３】
　前記貫通導体は、該貫通導体を構成する全成分１００質量％のうち、前記インジウムま
たは前記スズの含有量が１．０質量％以上３．０質量％以下である請求項１または請求項
２に記載の回路基板。
【請求項４】
　前記貫通導体は、前記銅の粒を含有し、円相当径が５μｍ以下である前記銅の粒が占め
る面積占有率が５面積％以上１５面積％以下である請求項１乃至請求項３のいずれかに記
載の回路基板。
【請求項５】
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　前記貫通導体は、該貫通導体を構成する全質量１００質量％のうち、酸素の含有量が０
．１５質量％以下である請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の回路基板。
【請求項６】
　前記貫通導体は、前記貫通孔の内壁に接する位置に、前記基体を構成する成分と前記貫
通導体に含まれるグループＡから選択される少なくとも一つとを含む接合層を有し、該接
合層の最大厚みが、３μｍ以上１０μｍ以下である請求項１乃至請求項５のいずれかに記
載の回路基板。
【請求項７】
　前記基体上および前記貫通導体上に位置する金属層を備える請求項１乃至請求項６のい
ずれかに記載の回路基板。
【請求項８】
　前記貫通導体および前記金属層の間に薄膜層を備え、該薄膜層の主成分が、チタンまた
はクロムである請求項７に記載の回路基板。
【請求項９】
　前記貫通導体および前記薄膜層の界面に、前記薄膜層を構成する成分と、銀、銅、イン
ジウムおよび錫から選択される少なくとも一つとを含む第２合金を有する請求項８に記載
の回路基板。
【請求項１０】
　請求項７乃至請求項９のいずれかに記載の回路基板と、該回路基板の前記金属層上に位
置する電子部品とを備える電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、回路基板およびこれを備える電子装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　回路基板の金属層上に半導体素子、発熱素子、ペルチェ素子等の各種電子部品が搭載さ
れた電子装置が知られている。このような用途において使用される回路基板は、貫通孔を
有する基板と、貫通孔内に位置する導体（以下、貫通導体と記載する。）と、を備えてお
り、この貫通導体は金属層と電気的に接合されている。そして、この貫通導体を介して、
外部から金属層上に搭載された電子部品に電気信号が入力される。（例えば、特許文献１
参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－６５４４２号公報
【発明の概要】
【０００４】
　本開示の回路基板は、貫通孔を有する、セラミックスからなる基体と、前記貫通孔内に
位置する貫通導体と、を備える。また、貫通導体は、主成分である銀および銅と、チタン
、ジルコニウム、ハフニウムおよびニオブのグループＡから選択される少なくとも一つと
、モリブデン、タンタル、タングステン、レニウムおよびオスミウムのグループＢから選
択される少なくとも一つと、銀およびインジウムまたは銀およびスズのいずれかからなる
第１合金とを含有する。
【０００５】
　また、本開示の電子装置は、上記構成の回路基板と、該回路基板の金属層上に位置する
電子部品とを備える。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本開示の回路基板における貫通孔周辺の一例を模式的に示す断面図である。
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【図２】本開示の回路基板における貫通孔周辺の他の例を模式的に示す断面図である。
【図３】本開示の電子装置における電子部品周辺の一例を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　金属層上に位置する電子部品は、動作時に熱を生じるものである。そして、近年の電子
部品の高集積化、電子装置の小型化および薄型化によって、回路基板における体積当たり
に加わる熱量は大きくなっている。そのため、電子部品の動作により、回路基板の加熱お
よび冷却が繰り返されると、回路基板の貫通導体に、貫通孔の内壁と接触する箇所から亀
裂が発生しやすく、貫通導体の電気抵抗値が増加しやすかった。
【０００８】
　このような事情に鑑みて、長期間に亘っての使用に耐えることができるように、回路基
板の加熱および冷却が繰り返されても、電気抵抗値が増加する要因となる亀裂が発生しに
くい貫通導体を備えた回路基板が求められている。
【０００９】
　本開示の回路基板は、加熱および冷却が繰り返されても、貫通導体に亀裂が発生しにく
く、貫通導体の電気抵抗値が増加しにくいため、長期間に亘っての使用に耐え得る。
【００１０】
　また、本開示の電子装置は、本開示の回路基板を備えることから、高い信頼性を有する
。
【００１１】
　以下、本開示の回路基板および電子装置について、図面を参照しながら詳細に説明する
。
【００１２】
　本開示の回路基板１０は、図１に示すように、貫通孔を有する基体１と、貫通孔内に位
置する貫通導体２とを備える。ここで、基体１は、セラミックスからなる。セラミックス
としては、例えば、炭化珪素質セラミックス、酸化アルミニウム質セラミックス、窒化珪
素質セラミックス、窒化アルミニウム質セラミックスまたはムライト質セラミックス等を
用いることができる。
【００１３】
　基体１が、窒化アルミニウム質セラミックス等の窒化物系セラミックスからなるときに
は、高い熱伝導率により、回路基板１０の放熱性が向上する。なお、窒化アルミニウム質
セラミックスとは、窒化アルミニウム質セラミックスを構成する全成分１００質量％のう
ち、窒化アルミニウムが７０質量％以上を占めるものである。
【００１４】
　そして、基体１の材質は、以下の方法により確認することができる。まず、Ｘ線回折装
置（ＸＲＤ）を用いて基体１を測定し、得られた２θ（２θは、回折角度である。）の値
をＪＣＰＤＳカードで同定することで、基体１の構成成分を同定する。次に、ＩＣＰ（In
ductively Coupled Plasma）発光分光分析装置（ＩＣＰ）を用いて、基体１の定量分析を
行なう。このとき、ＸＲＤで同定された構成成分が窒化アルミニウムであり、ＩＣＰで測
定したアルミニウム（Ａｌ）の含有量から窒化アルミニウム（ＡｌＮ）に換算した値が７
０質量％以上であれば、窒化アルミニウム質セラミックスである。なお、他のセラミック
スについても同様である。
【００１５】
　また、図１においては、貫通孔の断面形状として、基体１の上方および下方に向かって
拡がる鼓形状を示しているが、これに限定されるものではなく、単に矩形状であってもよ
い。
【００１６】
　そして、貫通導体２は、銀および銅が主成分である。ここで、銀および銅が主成分とは
、貫通導体２を構成する全成分１００質量％のうち、銀および銅の合計が８３質量％以上
であることをいう。このように、貫通導体２の主成分が、熱伝導率が高い銀および銅であ
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ることから、本開示の回路基板１０における貫通導体２は放熱性に優れ、回路基板１０の
加熱および冷却が繰り返されても、貫通導体２に亀裂が発生しにくく、貫通導体２の電気
抵抗値が増加しにくい。貫通導体２は、貫通導体２を構成する全成分１００質量％のうち
、銀が６５質量％以上７５質量％以下、銅が１８質量％以上３０質量％以下であってもよ
い。
【００１７】
　また、貫通導体２は、チタン、ジルコニウム、ハフニウムおよびニオブのグループＡか
ら選択される少なくとも一つと、モリブデン、タンタル、タングステン、レニウムおよび
オスミウムのグループＢから選択される少なくとも一つと、銀およびインジウムまたは銀
およびスズのいずれかからなる第１合金とを含有する。言い換えるならば、第１合金とは
、ＡｇＩｎ合金、または、ＡｇＳｎ合金のいずれかである。
【００１８】
　このように、貫通導体２がグループＡを含有していることで、貫通孔の内壁と貫通導体
２とが強固に接合され、加熱および冷却が繰り返された際に、貫通導体２が貫通孔の内壁
から剥がれにくく、亀裂の発生が抑制される。
【００１９】
　また、貫通導体２がグループＢを含有していることで、グループＢが骨材の役目を成し
、骨材となるグループＢ同士の間を、他の成分（銀、銅、グループＡ、後述する第１合金
）が埋めることで、貫通導体２において、亀裂が発生する起点となりやすい気孔の量が少
なくなる。
【００２０】
　そして、貫通導体２が第１合金を含有していることで、貫通導体２を作製する際の第１
合金生成時に、気孔を消滅させ、気孔の量を少なくすることができる。
【００２１】
　よって、このような構成を満足している本開示の回路基板１０は、加熱および冷却が繰
り返されても、貫通孔の内壁と接触する箇所から、貫通導体２に亀裂が発生しにくく、貫
通導体２の電気抵抗値が増加しにくいため、長期間に亘っての使用に耐え得る。
【００２２】
　ここで、貫通導体２を構成する成分（銀、銅、グループＡ、グループＢ）とその含有量
は、以下の方法で確認すればよい。まず、図１に示すような断面形状となるように、回路
基板１０を切断し、クロスセクションポリッシャー（ＣＰ）を用いて研磨することで研磨
面を得る。次に、この研磨面を観察面として、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）付設のエネル
ギー分散型Ｘ線分析装置（ＥＤＳ）用いて、貫通導体２を構成する成分とその含有量を測
定する。または、貫通導体２を削り取り、ＩＣＰまたは蛍光Ｘ線分析装置（ＸＲＦ）を用
いて、貫通導体２を構成する成分とその含有量とを測定してもよい。
【００２３】
　また、貫通導体２が、銀およびインジウムまたは銀およびスズのいずれかからなる第１
合金を含有しているか否かは、以下の方法で確認すればよい。まず、上述した研磨面を測
定面とし、電子線マイクロアナライザー（ＥＰＭＡ）を用いて面分析を行なう。そして、
面分析のカラーマッピングにおいて、銀とインジウムとが同時に存在する箇所が確認され
た場合、銀およびインジウムからなる第１合金を含有しているとみなす。同様に、面分析
のカラーマッピングにおいて、銀とスズとが同時に存在する箇所が確認された場合、銀お
よびスズからなる第１合金を含有しているとみなす。なお、同時に存在する箇所が確認さ
れるというのは、例えば、銀の面分析の結果と、インジウムの面分析の結果を重ね合わせ
たとき、存在箇所に重なり合う領域があるということである。
【００２４】
　また、貫通導体２は、貫通導体２を構成する全成分１００質量％のうち、グループＡの
合計含有量が１．５質量％以上３．０質量％以下であってもよい。このような構成を満足
するならば、貫通孔の内壁と貫通導体２とがより強固に接合され、加熱および冷却が繰り
返された際に、貫通導体２が貫通孔の内壁から剥がれにくく、亀裂の発生がさらに抑制さ



(5) JP 6608562 B2 2019.11.20

10

20

30

40

50

れる。
【００２５】
　また、貫通導体２は、貫通導体２を構成する全成分１００質量％のうち、グループＢの
合計含有量が３．０質量％以上８．０質量％以下であってもよい。このような構成を満足
するならば、貫通導体２において、グループＢが骨材の役目を効果的に成し、骨材となる
グループＢ同士の間を他の成分が埋めることで、亀裂が発生する起点となりやすい気孔の
量がさらに少なくなる。
【００２６】
　また、第１合金は、貫通導体２に占める面積占有率が５面積％以上２５面積％以下であ
ってもよい。このような構成を満足するならば、貫通導体２の展延性を高く維持しつつ、
気孔の量をより少なくすることができる。
【００２７】
　また、第１合金の円相当径の平均値は、例えば、５μｍ以上３０μｍ以下であってもよ
い。
【００２８】
　ここで、第１合金が貫通導体２に占める面積占有率、第１合金の円相当径の平均値は、
以下の方法で算出すればよい。まず、上述した方法により、研磨面を得た後、第１合金の
存在を確認する。次に、ＳＥＭにより撮影した研磨面の写真において、第１合金を黒く塗
りつぶす。その後、この写真を画像データとして読み取り、画像解析ソフト「Ａ像くん」
（登録商標、旭化成エンジニアリング（株）製、なお、以降に画像解析ソフト「Ａ像くん
」と記した場合、旭化成エンジニアリング（株）製の画像解析ソフトを示すものとする。
）の粒子解析という手法を適用して画像解析することにより、第１合金が占める面積占有
率、第１合金の円相当径の平均値を算出すればよい。なお、「Ａ像くん」の解析条件とし
ては、例えば粒子の明度を「暗」、２値化の方法を「手動」、小図形除去を「０．０１μ
ｍ」、閾値を「１８０」とすればよい。
【００２９】
　また、貫通導体２は、貫通導体２を構成する全成分１００質量％のうち、インジウムま
たはスズの含有量が１．０質量％以上３．０質量％以下であってもよい。このような構成
を満足するならば、貫通導体２の展延性を維持しつつ、貫通導体２の融点を下げて、貫通
導体２を作製する際に発生する気孔の量を少なくすることができる。
【００３０】
　ここで、貫通導体２におけるインジウムまたはスズの含有量に関しては、上述したよう
に、ＥＤＳ、ＸＲＦまたはＩＣＰを用いて測定することにより求めることができる。
【００３１】
　また、貫通導体２は、銅の粒を含有し、円相当径が５μｍ以下である銅の粒が占める面
積占有率が５面積％以上１５面積％以下であってもよい。このような構成を満足するなら
ば、銅の粒は延性に優れることから、貫通導体２の展延性が向上し、加熱および冷却が繰
り返されても、貫通導体２に亀裂が発生しにくくなる。
【００３２】
　ここで、貫通導体２における、円相当径が５μｍ以下である銅の粒が占める面積占有率
は、以下の方法で算出すればよい。まず、上述した方法により、研磨面を得た後、ＥＰＭ
Ａを用いて研磨面の面分析を行なう。そして、面分析のカラーマッピングにより、粒とし
て視認される箇所において、その粒が他の箇所よりも銅の含有量が多ければ、その粒を銅
の粒とみなす。
【００３３】
　次に、上述した面分析を行なった範囲と同じ箇所についてＳＥＭで撮影した写真を用い
て、カラーマッピングの結果からみなした銅の粒を黒く塗りつぶす。次に、その写真を用
いて、画像解析ソフト「Ａ像くん」の粒子解析という手法を適用して画像解析することに
より、各銅の粒の円相当径と面積とを算出する。これにより、円相当径が５μｍ以下であ
る銅の粒の面積を合算することで、円相当径が５μｍ以下である銅の粒が占める面積占有
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率を算出すればよい。なお、「Ａ像くん」の解析条件としては、例えば粒子の明度を「暗
」、２値化の方法を「手動」、小図形除去を「０．０１μｍ」、閾値を「１８０」とすれ
ばよい。
【００３４】
　また、貫通導体２は、貫通導体２を構成する全質量１００質量％のうち、酸素の含有量
が０．１５質量％以下であってもよい。このような構成を満足するならば、貫通導体２を
構成する成分と酸素とが酸化物を形成しにくく、貫通孔の内壁と貫通導体２とがより強固
に接合される。なお、酸素の含有量は、上述した方法により、研磨面を得た後、ＥＰＭＡ
を用いて研磨面の貫通導体２に電子線を照射することで測定すればよい。
【００３５】
　また、貫通導体２は、貫通孔の内壁に接する位置に、基体１に含まれる成分と貫通導体
２に含まれるグループＡとを含む接合層を有し、接合層の最大厚みが、３μｍ以上１０μ
ｍ以下であってもよい。このように、上記厚みの接合層を有していれば、貫通孔の内壁と
貫通導体２とがより強固に接合されるとともに、接合層を介して、貫通導体２の熱を基体
１に逃がしやすいものとなることから、加熱および冷却が繰り返されても、貫通導体２に
おいて亀裂が発生しにくいものとなる。なお、上記接合層において、貫通導体２に含まれ
るグループＡは、一つに限らない。
【００３６】
　ここで、基体１に含まれる成分と貫通導体２に含まれるグループＡとを含む接合層とは
、基体１が窒化物系セラミックスであれば、窒素とグループＡとを含む窒化物の層であり
、基体１が酸化物系セラミックスであれば、酸素とグループＡとを含む酸化物の層であり
、基体１が炭化物系セラミックスであれば、炭素とグループＡとを含む炭化物の層である
。
【００３７】
　なお、接合層が存在しているか否かは、以下の方法で確認すればよい。まず、図１に示
すような断面形状となるように、回路基板１０を切断し、ＣＰを用いて研磨することで研
磨面を得る。次に、この研磨面を測定面として、ＥＰＭＡ用いて面分析を行ない、基体１
が窒化物系セラミックスであるとき、貫通導体２の貫通孔の内壁に接する位置に、窒素と
貫通導体２に含まれるグループＡとを含む窒化物の層があれば、これを接合層とみなせば
よい。なお、接合層の最大厚みは、ＳＥＭで撮影した写真から測定すればよい。
【００３８】
　また、本開示の回路基板１０は、図２に示すように、基体１上および貫通導体２上に位
置する金属層３を備えていてもよい。ここで、図２においては、基体１の上面および貫通
導体２の上面に金属層３を有している例を示しているが、少なくとも基体１および貫通導
体２の上面または下面のいずれかに金属層３を有していればよい。また、基体１および貫
通導体２の上面および下面の両方に金属層３を有していてもよい。
【００３９】
　ここで、金属層３の主成分は、金、銀、銅またはニッケルであってもよい。金、銀、銅
またはニッケルが主成分とは、金属層３を構成する全成分１００質量％のうち、金、銀、
銅またはニッケルが５０質量％以上であることである。このように、金属層３の主成分が
、電気抵抗値の低い金、銀、銅またはニッケルであるならば、金属層３上に電子部品を載
置した場合、電子部品の応答性を向上させることができる。また、金属層３を構成する各
成分の含有量に関しては、貫通導体２と同様に、ＥＤＳ、ＸＲＦまたはＩＣＰを用いて測
定することにより求めることができる。
【００４０】
　そして、本開示の回路基板１０は、金属層３を備えている場合、図２に示すように、貫
通導体２および金属層３の間に位置する薄膜層４を備え、薄膜層４の主成分は、チタンま
たはクロムであってもよい。ここで、チタンまたはクロムが主成分とは、薄膜層４を構成
する全成分１００質量％のうち、チタンまたはクロムが９０質量％以上であることである
。
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【００４１】
　このような構成を満足するならば、金属層３と貫通導体２とが強固に接合され、加熱お
よび冷却が繰り返されても、貫通導体２に亀裂がより発生しにくく、電気抵抗値がより増
加しにくい。
【００４２】
　また、本開示の回路基板１０は、貫通導体２および薄膜層４の界面において、薄膜層４
を構成する成分と銀、銅、インジウムおよび錫から選択される少なくとも一つとを含む第
２合金を有していてもよい。
【００４３】
　このような構成を満足するならば、第２合金の存在により、貫通導体２と薄膜層４とが
強固に接合され、加熱および冷却が繰り返されても、貫通導体２に亀裂がより発生しにく
く、電気抵抗値がより増加しにくい。
【００４４】
　なお、薄膜層４の主成分がチタンであれば、第２合金は、例えば、チタンと、銀、銅、
インジウムおよび錫から選択される少なくとも一つとを含む合金である。また、薄膜層４
の主成分がクロムであれば、第２合金は、例えば、クロムと、銀、銅、インジウムおよび
錫から選択される少なくとも一つとを含む合金である。
【００４５】
　また、第２合金の円相当径の平均値は、例えば、５０ｎｍ以上５００ｎｍ以下であって
もよい。
【００４６】
　ここで、貫通導体２および薄膜層４の界面において、第２合金が存在するか否かは、以
下の方法で確認すればよい。まず、回路基板１０から、イオンビーム等を用いて貫通導体
２および薄膜層４の界面を含む領域を１００ｎｍ以下の厚みで切り出し、透過型電子顕微
鏡（ＴＥＭ）を用いて倍率５万倍以上にて上記界面の観察を行なう。そして、ＥＤＳを用
いて測定し、薄膜層４を構成する成分と銀、銅、インジウムおよび錫から選択される少な
くとも一つを含む合金が存在すれば、それが第２合金である。
【００４７】
　また、上述した分析を行なった範囲と同じ箇所についてＴＥＭで撮影した写真を用いて
、第２合金を黒く塗りつぶす。次に、その写真を用いて、画像解析ソフト「Ａ像くん」の
粒子解析という手法を適用して画像解析することにより、第２合金の円相当径の平均値を
算出することができる。なお、「Ａ像くん」の解析条件としては、例えば粒子の明度を「
暗」、２値化の方法を「手動」、小図形除去を「０．０１μｍ」、閾値を「１８０」とす
ればよい。
【００４８】
　また、本開示の電子装置２０は、図３に示すように、本開示の回路基板１０と、回路基
板１０の金属層３上に位置する電子部品５とを備える。そして、本開示の電子装置２０は
、長期間に亘っての使用に耐えうる本開示の回路基板１０を備えることから、高い信頼性
を有する。
【００４９】
　そして、電子部品５としては、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）素子、絶縁ゲート・
バイポーラ・トランジスタ（ＩＧＢＴ）素子、インテリジェント・パワー・モジュール（
ＩＰＭ）素子、金属酸化膜型電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）素子、フリーホイー
リングダイオード（ＦＷＤ）素子、ジャイアント・トランジスタ（ＧＴＲ）素子、ショッ
トキー・バリア・ダイオード（ＳＢＤ）、高電子移動トランジスタ（ＨＥＭＴ）素子、相
補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）等の半導体素子、昇華型サーマルプリンタヘッドまた
はサーマルインクジェットプリンタヘッド用の発熱素子、ペルチェ素子等を用いることが
できる。
【００５０】
　以下、本開示の回路基板１０の製造方法の一例について説明する。
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【００５１】
　まず、公知の方法により、窒化アルミニウムが主成分であり、貫通孔を有する基体１を
準備する。
【００５２】
　次に、貫通導体２となる金属ペーストを作製する。まず、銀粉末と、銅粉末と、グルー
プＡ粉末（チタン粉末、ジルコニウム粉末、ハフニウム粉末、ニオブ粉末）と、グループ
Ｂ粉末（モリブデン粉末、タンタル粉末、タングステン粉末、レニウム粉末、オスミウム
粉末）と、インジウム粉末またはスズ粉末とを準備し、銀粉末および銅粉末の合計が８３
質量％以上となるように、各粉末を秤量・混合することで混合粉末を得る。さらに、この
混合粉末に有機ビヒクルを添加することで、金属ペーストを得る。
【００５３】
　なお、有機ビヒクルとは、有機バインダを有機溶剤に溶解したものであり、有機バイン
ダとしては、例えば、ポリブチルメタクリレート、ポリメチルメタクリレート等のアクリ
ル類、ニトロセルロース、エチルセルロース、酢酸セルロース、ブチルセルロース等のセ
ルロース類、ポリオキシメチレン等のポリエーテル類、ポリブタジエン、ポリイソプレン
等のポリビニル類から選択される１種もしくは２種以上を混合して用いることができる。
【００５４】
　また、有機溶剤としては、例えば、カルビトール、カルビトールアセテート、α－テル
ピネオール、メタクレゾール、ジメチルイミダゾール、ジメチルイミダゾリジノン、ジメ
チルホルムアミド、ジアセトンアルコール、トリエチレングリコール、パラキシレン、乳
酸エチル、イソホロンから選択される１種もしくは２種以上を混合して用いることができ
る。
【００５５】
　次に、金属ペーストを基体１の貫通孔内に充填した後、乾燥させ、真空中において、７
８０℃以上８５０℃以下の最高温度で、１０分以上６０分以下保持する。そして、最高温
度で上記時間保持した後、最高温度からの降温速度を１０℃／分以下とし、室温まで冷却
することで、銀およびインジウムまたは銀およびスズのいずれかからなる第１合金を形成
することができる。これにより、本開示の回路基板１０を得る。
【００５６】
　ここで、第１合金が貫通導体２に占める面積占有率を５面積％以上２５面積％以下とす
るには、混合粉末を作成する際に、混合粉末１００質量％のうち、インジウム粉末とスズ
粉末との合計含有量が０．８質量％以上５質量％以下となるように調整すればよい。
【００５７】
　また、貫通導体２において、円相当径が５μｍ以下である銅の粒が占める面積占有率を
５面積％以上１５面積％以下とするには、混合粉末に円相当径が５μｍ以下の銅粉末を用
いるとともに、混合粉末における上記銅粉末の含有量と熱処理時の最高温度での保持時間
とを調整すればよい。
【００５８】
　また、貫通導体２において、貫通導体２を構成する全質量１００質量％のうち、酸素の
含有量を０．１５質量％以下とするには、各原料粉末に含まれる酸素の含有量を調整すれ
ばよい。
【００５９】
　また、貫通導体２において、貫通孔の内壁に接する位置に、基体１を構成する成分と貫
通導体２に含まれるグループＡから選択される少なくとも一つとを含む接合層を有し、こ
の接合層の最大厚みを、３μｍ以上１０μｍ以下とするには、熱処理時の最高温度を８０
０℃以上８４０℃以下にすればよい。
【００６０】
　また、金属層３を備える回路基板１０とするには、基体１上および貫通導体２上に金属
層３を形成すればよい。ここで、金属層３の形成方法としては、公知の金属ペースト法、
めっき法およびスパッタリング法等であればよい。
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【００６１】
　また、貫通導体２および金属層３の間に、チタンまたはクロムを主成分とする薄膜層４
を形成してもよい。以下では、スパッタリング法による薄膜層４および金属層３の形成方
法の一例について説明する。まず、金属層３を形成する、貫通導体２を含めた基体１の面
を研磨する。次に、例えば、金からなる金属層３を形成するならば、研磨した面にスパッ
タリング法でチタンを主成分とする薄膜層４を形成する。その後、この薄層層４上にスパ
ッタリング法で金を形成することによって、金からなる金属層３を形成することができる
。なお、この場合、金属層３を形成する前に、薄膜層４上にスパッタリング法で白金を形
成しても構わない。また、必要に応じてレジスト処理を行なった後に、エッチング処理を
行なうことによって、所望の金属層３のパターンを得ることができる。
【００６２】
　ここで、金属層３の表面を、公知のめっき法により、銀、銅、ニッケル、パラジウムお
よび白金より選択される少なくとも１種により構成される被膜層で被膜してもよい。
【００６３】
　また、貫通導体２および薄膜層４の界面において、薄膜層４を構成する成分と銀、銅、
インジウムおよび錫から選択される少なくとも一つとを含む第２合金を存在させるには、
スパッタリング法で薄膜層４を形成する前に、貫通導体２の表面を研磨加工し、貫通導体
２の表面にイオンを衝突させる逆スパッタリングを行なうことで、貫通導体２の表面にお
ける銀、銅、インジウムおよび錫を活性化させておけばよい。
【００６４】
　以上、本開示の回路基板１０の製造方法の一例について説明したが、本開示の回路基板
１０の製造方法は上述した製造方法に限るものではない。例えば、分割溝が形成された基
体１を用いれば、回路基板１０の多数個形成が可能である。
【００６５】
　次に、本開示の電子装置２０の製造方法の一例について、図３に示す構成の電子装置２
０の製造方法について説明する。まず、上述した製造方法により得られた回路基板１０を
用意する。次に、金属層３上に電子部品５を実装することにより、本開示の電子装置２０
とすることができる。
【００６６】
　以下、本開示の実施例を具体的に説明するが、本開示は以下の実施例に限定されるもの
ではない。
【実施例１】
【００６７】
　貫通導体において、銀およびインジウムまたは銀およびスズのいずれかからなる第１合
金の有無が異なる試料を作製し、ヒートサイクル試験による電気抵抗値の変化を評価した
。
【００６８】
　まず、公知の方法により、直径が１００μｍの貫通孔を有する、厚みが０．３８ｍｍの
窒化アルミニウム質セラミックスからなる基体を準備した。次に、平均粒径が２．５μｍ
の銀粉末と、平均粒径が２．５μｍの銅粉末と、グループＡ粉末として平均粒径が５μｍ
のチタン粉末と、グループＢ粉末として平均粒径が５μｍのモリブデン粉末と、平均粒径
が１０μｍのインジウム粉末または平均粒径が１０μｍのスズ粉末とを準備した。そして
、銀粉末が６８．８質量％、銅粉末が２５質量％、チタン粉末が２．５質量％、モリブデ
ン粉末が３質量％、試料Ｎｏ．１、３ではスズ粉末が０．７質量％、試料Ｎｏ．２ではス
ズ粉末の代わりにインジウム粉末が０．７質量％となるように、各粉末を秤量・混合する
ことで混合粉末を得た。なお、この混合粉末において、貫通導体における酸素の含有量が
、貫通導体を構成する全成分１００質量％のうち、０．２０質量％となるように、各原料
粉末に含まれる酸素の含有量を調整した。
【００６９】
　次に、この混合粉末１００質量部に対し、有機ビヒクルを２５質量部添加することで、
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貫通導体となる金属ペーストを得た。
【００７０】
　次に、金属ペーストを基体の貫通孔内に充填した後、乾燥させ、真空中において、７８
０℃の最高温度で、２０分間保持した。その後、試料Ｎｏ．１、２に関しては最高温度か
らの降温速度を１０℃／分、試料Ｎｏ．３に関しては最高温度からの降温速度を２０℃／
分とし、室温まで冷却した。
【００７１】
　次に、貫通導体を形成した基体の両面を研磨し、基体の両面にチタン、白金、金の順番
にスパッタリング法で形成することで、金を主成分とする金属層を形成し、各試料を得た
。なお、チタン、白金、金の厚みは、それぞれ０．０５μｍ、０．１μｍ、３μｍとした
。
【００７２】
　次に、各試料の貫通導体において、銀およびインジウムもしくはスズの少なくとも一つ
からなる第１合金を含有しているか否かを、以下の方法で確認した。まず、図１に示すよ
うな断面形状となるように、各試料を切断し、ＣＰを用いて研磨することで研磨面を得た
。次に、この研磨面を測定面とし、ＥＰＭＡを用いて面分析を行なった。そして、面分析
のカラーマッピングにより、銀と、インジウムまたはスズとの存在が同時に確認されたも
のを、銀およびインジウムまたは銀およびスズからなる第１合金とみなした。その結果、
試料Ｎｏ．３には第１合金の存在が確認できなかったのに対して、試料Ｎｏ．１には銀お
よびスズからなる第１合金、試料Ｎｏ．２には銀およびインジウムからなる第１合金の存
在が確認された。
【００７３】
　次に、上述した方法により作製した別の各試料に対して、各試料の金属層に電気抵抗測
定器の端子を接触させ、３．５ｍＶの電圧を加えることで、貫通導体を含めた電気抵抗値
を測定した。
【００７４】
　次に、各試料に対して、加熱および冷却を繰り返すヒートサイクル試験を、以下の方法
で行なった。まず、各試料を冷熱衝撃試験装置内へ入れ、温度を室温（２５℃）から－４
５℃に降温して１０分保持してから、昇温して１２５℃で１０分保持した後、室温まで降
温するというサイクルを１サイクルとし、このサイクルを繰り返した。そして、１００サ
イクル毎に試料を取り出し、上述の電気抵抗値を測定した方法で、試料の電気抵抗値を測
定した。そして、ヒートサイクル試験前の電気抵抗値よりも電気抵抗値が１００％以上増
加した際のサイクル数を記録した。ここで、この記録したサイクル数の値が大きい程、加
熱および冷却が繰り返されても、電気抵抗値が増加しにくいことを意味する。
【００７５】
　結果を表１に示す。
【００７６】
【表１】

【００７７】
　表１に示すように、試料Ｎｏ．３に比べて、試料Ｎｏ．１、２のサイクル数は６００回
以上と大きかった。この結果から、貫通導体が、銀およびインジウムまたは銀およびスズ
のいずれかからなる第１合金を含有していることで、加熱および冷却が繰り返されても、
電気抵抗値を低く維持でき、長期間に亘っての使用が可能であることがわかった。
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【実施例２】
【００７８】
　次に、貫通導体において、第１合金が占める面積占有率およびスズの含有量が異なる試
料を作製し、ヒートサイクル試験による電気抵抗値の変化を評価した。
【００７９】
　なお、作製方法としては、混合粉末を作成する際に、混合粉末１００質量％のうち、ス
ズ粉末の含有量が表２に示す値になるように調整したこと以外は実施例１の試料Ｎо．１
の作製方法と同様とした。なお、スズ粉末の含有量を増やすに当たっては、代わりに銀粉
末の含有量を減らした。また、試料Ｎｏ．４は、実施例１の試料Ｎｏ．１と同じである。
【００８０】
　次に、各試料の貫通導体における合金が占める面積占有率を、以下の方法で算出した。
まず、実施例１と同じ方法により、研磨面を得た後、第１合金の存在を確認した。次に、
ＳＥＭにより撮影した研磨面の写真において、第１合金を黒く塗りつぶした。その後、こ
の写真を画像データとして読み取り、画像解析ソフト「Ａ像くん」の粒子解析という手法
を適用して画像解析することにより、第１合金が貫通導体に占める面積占有率を算出した
。なお、「Ａ像くん」の解析条件としては、粒子の明度を「暗」、２値化の方法を「手動
」、小図形除去を「０．０１μｍ」、閾値を「１８０」とした。
【００８１】
　また、各試料の貫通導体におけるスズの含有量を、以下の方法で測定した。まず、実施
例１と同じ方法により、研磨面を得た。次に、この研磨面を観察面として、ＳＥＭ付設の
ＥＤＳを用いて、各試料の貫通導体におけるスズの含有量を測定した。
【００８２】
　そして、得られた各試料に対して、実施例１と同じ方法でヒートサイクル試験を行ない
、ヒートサイクル試験前の電気抵抗値よりも電気抵抗値が１００％以上増加した際のサイ
クル数を記録した。
【００８３】
　結果を表２に示す。
【００８４】

【表２】

【００８５】
　表２に示すように、試料Ｎｏ．４、９に比べて試料Ｎｏ．５～８のサイクル数は８００
回以上と大きかった。この結果から、第１合金が貫通導体に占める面積占有率が５面積％
以上２５面積％以下であれば、加熱および冷却が繰り返されても、電気抵抗値をより低く
維持できることがわかった。
【００８６】
　また、試料Ｎｏ．５～８の中でも、試料Ｎｏ．６、７のサイクル数は９００回以上とさ
らに大きかった。この結果から、貫通導体において、スズの含有量が１．０質量％以上３
．０質量％以下であれば、加熱および冷却が繰り返されても、電気抵抗値をさらに低く維
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持できることがわかった。
【実施例３】
【００８７】
　次に、貫通導体において、円相当径が５μｍ以下である銅の粒が占める面積占有率が異
なる試料を作製し、ヒートサイクル試験による電気抵抗値の変化を評価した。
【００８８】
　なお、作製方法としては、熱処理時の最高温度での保持時間が表３の値となるように設
定したこと以外は実施例２の試料Ｎо．６の作製方法と同様とした。なお、試料Ｎｏ．１
０は、実施例２の試料Ｎｏ．６と同じである。
【００８９】
　次に、各試料の貫通導体における円相当径が５μｍ以下である銅の粒が占める面積占有
率を、以下の方法で算出した。まず、実施例１と同じ方法により、研磨面を得た後、ＥＰ
ＭＡを用いて研磨面の面分析を行なった。そして、面分析のカラーマッピングにより、銅
の存在が確認し、これを銅の粒とみなした。
【００９０】
　次に、上述した面分析を行なった範囲と同じ箇所についてＳＥＭで撮影した写真を用い
て、カラーマッピングの結果からみなした銅の粒を黒く塗りつぶした。次に、その写真を
用いて、画像解析ソフト「Ａ像くん」の粒子解析という手法を適用して画像解析すること
により、各銅の粒の円相当径と面積とを算出した。そして、円相当径が５μｍ以下である
銅の粒の面積を合算することで、円相当径が５μｍ以下である銅の粒が占める面積占有率
を算出した。なお、「Ａ像くん」の解析条件としては、粒子の明度を「暗」、２値化の方
法を「手動」、小図形除去を「０．０１μｍ」、閾値を「１８０」とした。
【００９１】
　そして、得られた各試料に対して、実施例１と同じ方法でヒートサイクル試験を行ない
、ヒートサイクル試験前の電気抵抗値よりも電気抵抗値が１００％以上増加した際のサイ
クル数を記録した。
【００９２】
　結果を表３に示す。
【００９３】
【表３】

【００９４】
　表３に示すように、試料Ｎｏ．１０、１４に比べて試料Ｎｏ．１１～１３のサイクル数
は１２００回以上と大きかった。この結果から、貫通導体において、円相当径が５μｍ以
下である銅の粒が占める面積占有率が５面積％以上１５面積％以下であれば、加熱および
冷却が繰り返されても、電気抵抗値をより低く維持できることがわかった。
【実施例４】
【００９５】
　次に、貫通導体における酸素の含有量が異なる試料を作製し、ヒートサイクル試験によ
る電気抵抗値の変化を評価した。
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【００９６】
　なお、作製方法としては、貫通導体における酸素の含有量が表４の値となるように、各
原料粉末に含まれる酸素の含有量を調整したこと以外は実施例３の試料Ｎо．１２の作製
方法と同様とした。なお、試料Ｎｏ．１５は、実施例３の試料Ｎｏ．１２と同じである。
【００９７】
　そして、得られた各試料に対して、実施例１と同じ方法でヒートサイクル試験を行ない
、ヒートサイクル試験前の電気抵抗値よりも電気抵抗値が１００％以上増加した際のサイ
クル数を記録した。
【００９８】
　結果を表４に示す。
【００９９】
【表４】

【０１００】
　表４に示すように、試料Ｎｏ．１５に比べて試料Ｎｏ．１６、１７のサイクル数は１６
００回以上と大きかった。この結果から、貫通導体において、酸素の含有量が０．１５質
量％以下であるであれば、加熱および冷却が繰り返されても、電気抵抗値をより低く維持
できることがわかった。
【実施例５】
【０１０１】
　次に、貫通導体において、貫通孔の内壁に接する位置に存在する、チタンを含む窒化物
である接合層の最大厚みが異なる試料を作製し、ヒートサイクル試験による電気抵抗値の
変化を評価した。
【０１０２】
　なお、作製方法としては、熱処理時の最高温度が表５の値となるようにしたこと以外は
実施例４の試料Ｎо．１７の作製方法と同様とした。なお、試料Ｎｏ．１８は、実施例４
の試料Ｎｏ．１７と同じである。
【０１０３】
　次に、各試料における、チタンを含む窒化物である接合層の最大厚みを、以下の方法で
測定した。まず、実施例１と同じ方法により、研磨面を得た。次に、この研磨面を測定面
として、ＥＰＭＡ用いて面分析を行ない、貫通導体の貫通孔の内壁に接する位置に、チタ
ンおよび窒素が存在している層を接合層とみなした。そして、接合層の最大厚みを、ＳＥ
Ｍで撮影した写真から測定した。
【０１０４】
　そして、得られた各試料に対して、実施例１と同じ方法でヒートサイクル試験を行ない
、ヒートサイクル試験前の電気抵抗値よりも電気抵抗値が１００％以上増加した際のサイ
クル数を記録した。
【０１０５】
　結果を表５に示す。
【０１０６】
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【表５】

【０１０７】
　表５に示すように、試料Ｎｏ．１８、２２に比べて試料Ｎｏ．１９～２１のサイクル数
は１８００回以上と大きかった。この結果から、貫通導体において、貫通孔の内壁に接す
る位置に、基体を構成する成分と貫通導体に含まれるグループＡから選択される少なくと
も一つとを含む接合層を有し、この接合層の最大厚みが３μｍ以上１０μｍ以下であれば
、加熱および冷却が繰り返されても、電気抵抗値をより低く維持できることがわかった。
【符号の説明】
【０１０８】
　１：基体
　２：貫通導体
　３：金属層
　４：薄膜層
　５：電子部品
　１０、１０ａ、１０ｂ：回路基板
　２０：電子装置
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